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サービス向上策③：文字情報板にて障害情報に車線情報を追加

首都高速道路上の文字情報板では、今まで、「事故注意」や「故障車注意」などの特異事象発生時
に、情報提供を行ってまいりましたが、平成21年11月6日からは、こういった事故や故障車などの事象
がある際に、もっとも近くの本線上文字情報板にて、「この先 左車線 事故 注意」といった、車線情
報が表示可能となります。（※車線情報が不明なときなどは、提供しかねる場合もございます。）

※車線情報を追加するのは、事故などの事象発生箇所から最も近い本線上の文字情報板となります。

■事故などの障害情報に、車線情報を追加


